
 

津市監査委員告示第１号 

 平成３１年３月２９日付けで提出された住民監査請求書について、地方自治

法（昭和２２年法律第６７号）第２４２条第４項の規定に基づく監査の結果を、

令和元年５月２３日付けで別紙のとおり請求人に通知したので、同項の規定に

基づき、公表する。 

  令和元年５月２８日 

  

津市監査委員 大 西 直 彦 

                                     津市監査委員  駒 田 修 一 

                                     津市監査委員 安 藤 友 昭 

                                     津市監査委員 佐 藤 有 毅 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

第１ 請求の受理 

 １ 受理年月日 

   本件監査請求書は、平成３１年３月２９日に受理した。 

 ２ 請求人の住所・氏名 

   津市 正 次 幸 雄 

 ３ 請求の概要 

本件監査請求書、事実を証する書面及び平成３１年４月１２日に聴取し 

た陳述の内容から、本件監査請求の概要は、次のとおりであると理解した。 

  ⑴ 主張の要旨 

    市は、平成２７年度、平成２８年度及び平成２９年度に一般社団法人 

津市観光協会（以下「協会」という。）を受注者とし、津駅前観光案内 

所運営業務委託、観光誘客ＰＲキャンペーン業務委託及び新聞雑誌広告 

等情報発信業務委託に係る契約（以下「本件各契約」という。）を随意 

契約により締結したが、当該契約は、関係職員の市内部における各種規

定違反により行われたものである。 

また、市は、平成２６年度まで、協会が自主事業として実施してきた

活動に対し、補助金を交付することで支援してきていたが、平成２７年

度から、協会の自主事業であった事業を、同一内容の事業であるにもか

かわらず、市が実施すべき事業として協会から業務を取り上げ、委託料

での支出に切り替えたことにより、支出額が増大し、市に損害を与えた。 

⑵ 主張の理由 

ア 関係職員の市内部における各種規定違反 

本件各契約については、津市契約規則（以下「規則」という。）

第１０条第１項の規定により、随意契約の相手方として津市競争入

札参加資格者名簿（以下「名簿」という。）への登載が要件となっ

ているところ、協会がいずれの年度の名簿にも登載されないまま見

積書が徴取されており、当該行為は規則違反にあたる。 

津市物品購入等競争入札に係る参加資格者名簿に関する要綱（以下 

「要綱」という。）第５条の規定により、名簿に登載されていない

業者であっても、必要な審査を行ったうえで市長決裁を得れば、協

会から見積書を徴取し、随意契約ができるにもかかわらず、必要な

手続きを怠り、商工観光部長決裁により随意契約をしたことは、要

綱の規定に違反している。 



 

商工観光部長が、市長権限となっている「名簿への登載に関する

こと」及び「随意契約の場合、名簿に登載されていない業者を見積

書徴取の相手方に選定すること」の権限を行使したことは、津市事

務専決規程（以下「規程」という。）に定められた部長権限を越え

た越権行為で無効な行為である。 

   イ 市が受けた損害額 

     協会は、観光情報の収集及び発信、観光客の誘致促進など、協会定 

款第３条に定めた自主事業の目的を達成するため、平成２６年度ま

で津市から多額の補助金を受けて活動し、補助金については、平成

２４年度までは、協会の自主事業を法人会計、公益事業会計及び収

益事業会計に区分したうえで、各会計の補助対象経費に充当してき

た。 

     しかし、平成２５年度以降、市は、予算編成にあたり、補助金はよ 

り公益的な事業へ利用するよう協会と協議し、補助金の充当先を全

額公益事業会計にするように改めた。これまで、津駅前観光案内所

（以下「観光案内所」という。）の運営経費は、物品等の販売を行

っていることから収益事業会計に区分され、補助対象経費に対する

補助金の充当率も５０％程度になっていたが、平成２５年度におけ

る公益事業会計の事業費だけでは、平成２４年度と同額の補助金５，

３５０万円を確保できないことから、観光案内所という同一事業で

ありながら、観光案内所職員派遣委託料約４００万円を収益事業会

計から公益事業会計に恣意的に組入れ直しているなど、市と協会と

は、市民の不信を招く異常な関係にあるものと思われる。 

     また、平成２７年度からは、協会が自主事業として実施してきた事 

業について、本来、市内部で行うべき事業仕分けを協会と協議しな

がら行い、「市が実施すべきもの」、「協会が実施することでより

効果が見込まれるもの」、「津市と協会が共同・連携して実施する

もの」に仕分けを行い、「市が実施すべきもの」を本件各契約に切

り替えた。協会が自主事業として実施してきた事業を、事業仕分け

の結果、「市が実施すべき事業」とした十分な理由もない中、市が

一度も事業を実施しないまま、同じ事業内容で協会に業務委託する

ということは、何のために事業仕分けを行ったのか全く理解できず、

協会にとっては、自主財源を必要とする補助事業よりも、自主財源



 

が不要となる分、利益が生じることになり、市は協会に対して利益

誘導を図っていると考えられる。 

さらに、委託料の積算については、例えば、人件費であれば、１

時間単価に勤務時間、勤務日数、勤務月数等を乗じて適正に積算す

べきところ、協会に委託することを前提として、協会における過去

の実績をベースとした人件費、光熱水費、賃借料など、年間金額を

聞き取り、積み上げただけの根拠のない直接経費に、直接経費の２

５％（平成２９年度は２０％）を乗じた間接経費と消費税を加算し

て算出されており、補助金であれば、直接経費だけですむところ、

委託料に切り替えたことにより、次のとおり、市からの支出額が増

大している。 

 なお、補助事業で実施した場合の補助金の金額は、本件各契約の

積算内訳における直接経費に、平成２６年度に協会が市から補助金

の交付を受けた５，３５０万円を、同年度の協会の総事業費５，５

４８万６千円で除して得た補助率９６．４％を乗じて算出している。 

    （ア） 平成２７年度津駅前観光案内所運営業務委託 

積算内訳 業務委託の場合 補助金の場合 

直接経費 ７，２８７，２００円 ７，０２４，８６０円 

間接経費 １，８２１，８００円         ０円 

消費税 ７２８，７２０円         ０円 

  合計額 ９，８３７，７２０円 ７，０２４，８６０円 

 差引損害額 ２，８１２，８６０円  

（イ） 平成２７年度観光誘客ＰＲキャンペーン業務委託 

積算内訳 業務委託の場合 補助金の場合 

直接経費 ６，２９３，６００円 ６，０６７，０３０円 

間接経費 １，５７３，４００円         ０円 

消費税 ６２９，３６０円         ０円 

  合計額 ８，４９６，３６０円 ６，０６７，０３０円 

 差引損害額 ２，４２９，３３０円  

（ウ） 平成２７年度新聞雑誌広告等情報発信業務委託 

積算内訳 業務委託の場合 補助金の場合 

直接経費 ４，０７６，８００円 ３，９３０，０３５円 



 

間接経費 １，０１９，２００円         ０円 

消費税 ４０７，６８０円         ０円 

  合計額 ５，５０３，６８０円 ３，９３０，０３５円 

 差引損害額 １，５７３，６４５円  

    （エ） 平成２８年度津駅前観光案内所運営業務委託 

積算内訳 業務委託の場合 補助金の場合 

直接経費 ７，３２０，４００円 ７，０５６，８６５円 

間接経費 １，８３０，１００円         ０円 

消費税 ７３２，０４０円         ０円 

  合計額 ９，８８２，５４０円 ７，０５６，８６５円 

 差引損害額 ２，８２５，６７５円  

（オ） 平成２８年度観光誘客ＰＲキャンペーン業務委託 

積算内訳 業務委託の場合 補助金の場合 

直接経費 ５，９２０，４００円 ５，７０７，２６５円 

間接経費 １，４８０，１００円         ０円 

消費税 ５９２，０４０円         ０円 

  合計額 ７，９９２，５４０円 ５，７０７，２６５円 

 差引損害額 ２，２８５，２７５円  

（カ） 平成２８年度新聞雑誌広告等情報発信業務委託 

積算内訳 業務委託の場合 補助金の場合 

直接経費 ４，３０８，０００円 ４，１５２，９１２円 

間接経費 １，０７７，０００円         ０円 

消費税 ４３０，８００円         ０円 

  合計額 ５，８１５，８００円 ４，１５２，９１２円 

 差引損害額 １，６６２，８８８円  

（キ） 平成２９年度津駅前観光案内所運営業務委託 

積算内訳 業務委託の場合 補助金の場合 

直接経費 ７，６０６，０００円 ７，３３２，１８４円 

間接経費 １，５２２，０００円         ０円 

消費税 ７３０，２４０円         ０円 

  合計額 ９，８５８，２４０円 ７，３３２，１８４円 

 差引損害額 ２，５２６，０５６円  



 

（ク） 平成２９年度観光誘客ＰＲキャンペーン業務委託 

積算内訳 業務委託の場合 補助金の場合 

直接経費 ６，１５６，０００円 ５，９３４，３８４円 

間接経費 １，２３２，０００円         ０円 

消費税 ５９１，０４０円         ０円 

  合計額 ７，９７９，０４０円 ５，９３４，３８４円 

 差引損害額 ２，０４４，６５６円  

（ケ） 平成２９年度新聞雑誌広告等情報発信業務委託 

積算内訳 業務委託の場合 補助金の場合 

直接経費 ４，４８０，０００円 ４，３１８，７２０円 

間接経費 ８９６，０００円         ０円 

消費税 ４３０，０８０円         ０円 

  合計額 ５，８０６，０８０円 ４，３１８，７２０円 

 差引損害額 １，４８７，３６０円  

⑶ 求める措置の内容 

   ア 関係職員の懲戒処分について 

     関係職員は、規則、要綱及び規程に違反して本件各契約を随意契約 

しており、これらの違反行為は、職員の懲戒処分を定めた地方公務

員法第２９条第１項第１号及び第２号の規定に該当すること、違反

行為であることを知りながら、３年間も同じ違反を行ってきたこと

は悪質であるから、関係職員の懲戒処分を求める。 

   イ 市が受けた損害額の返還について 

     補助事業で支出した場合と業務委託で支出した場合を比較して、増

大した支出額が市に与えた損害額となることから、本件各契約によ

り市が受けた損害額平成２７年度６，８１５，８３５円、平成２８

年度６，７７３，８３８円、平成２９年度６，０５８，０７２円及

び各年度の損害額返還に至るまでの期間に対する年５％の利息額の

合計額の返還を求める。 

 

第２ 監査の実施 

 １ 監査の対象事項 

   本件監査請求の監査の対象事項について、本件監査請求は、適法な監査



 

請求であるか否か、適法な監査請求であると認めたときは、当該適法な監

査請求に係る財務会計行為が違法若しくは不当な行為に当たるか否か、と

した。 

２ 監査の手続 

   本件監査請求の監査の手続について、監査対象部局を商工観光部観光

振興課とし、関係書類の提出を求めた。 

 

第３ 監査の結果 

 １ 確認した事実の概要 

   本件監査請求について、請求人が提出した事実を証する書面、商工観光

部観光振興課が提出した関係書類、陳述の内容等により確認した事実の概

要は次のとおりである。 

  ⑴ 関係職員の懲戒処分について 

   ア 平成２７年度津駅前観光案内所運営業務委託 

     商工観光部観光振興課は、平成２７年３月２６日付けで、「平成２

７年度津駅前観光案内所運営業務委託に係る見積書の徴取について

（伺い）」を、商工観光部長を決裁権者として決裁し、名簿に登載

されていない協会から見積書を徴取した。 

   イ 平成２７年度観光誘客ＰＲキャンペーン業務委託 

     商工観光部観光振興課は、平成２７年３月２６日付けで、「平成２

７年度観光誘客ＰＲキャンペーン業務委託に係る見積書の徴取につ

いて（伺い）」を、商工観光部長を決裁権者として決裁し、名簿に

登載されていない協会から見積書を徴取した。 

   ウ 平成２７年度新聞雑誌広告等情報発信業務委託 

商工観光部観光振興課は、平成２７年４月３日付けで、「平成２

７年度新聞雑誌広告等情報発信業務委託に係る見積書の徴取につい

て（伺い）」を、商工観光部長を決裁権者として決裁し、名簿に登

載されていない協会から見積書を徴取した。 

エ 平成２８年度津駅前観光案内所運営業務委託 

     商工観光部観光振興課は、平成２８年３月２８日付けで、「平成２

８年度津駅前観光案内所運営業務委託に係る見積書の徴取について

（伺い）」を、商工観光部長を決裁権者として決裁し、名簿に登載

されていない協会から見積書を徴取した。 



 

   オ 平成２８年度観光誘客ＰＲキャンペーン業務委託 

     商工観光部観光振興課は、平成２８年３月２８日付けで、「平成２

８年度観光誘客ＰＲキャンペーン業務委託に係る見積書の徴取につ

いて（伺い）」を、商工観光部長を決裁権者として決裁し、名簿に

登載されていない協会から見積書を徴取した。 

   カ 平成２８年度新聞雑誌広告等情報発信業務委託 

商工観光部観光振興課は、平成２８年３月２８日付けで、「平成

２８年度新聞雑誌広告等情報発信業務委託に係る見積書の徴取につ

いて（伺い）」を、商工観光部長を決裁権者として決裁し、名簿に

登載されていない協会から見積書を徴取した。 

キ 平成２９年度津駅前観光案内所運営業務委託 

     商工観光部観光振興課は、平成２９年３月２８日付けで、「平成２

９年度津駅前観光案内所運営業務委託に係る見積書の徴取について

（伺い）」を、商工観光部長を決裁権者として決裁し、名簿に登載

されていない協会から見積書を徴取した。 

   ク 平成２９年度観光誘客ＰＲキャンペーン業務委託 

     商工観光部観光振興課は、平成２９年４月３日付けで、「平成２９

年度観光誘客ＰＲキャンペーン業務委託に係る見積書の徴取につい

て（伺い）」を、商工観光部長を決裁権者として決裁し、名簿に登

載されていない協会から見積書を徴取した。 

   ケ 平成２９年度新聞雑誌広告等情報発信業務委託 

商工観光部観光振興課は、平成２９年４月３日付けで、「平成２

９年度新聞雑誌広告等情報発信業務委託に係る見積書の徴取につい

て（伺い）」を、商工観光部長を決裁権者として決裁し、名簿に登

載されていない協会から見積書を徴取した。 

  ⑵ 市が受けた損害額の返還について 

    本件各契約に基づき、委託料が支出されることにより、請求人が主張

する損害額が発生し得ることになることから、次のとおり支出状況を確

認した。 

   ア 平成２７年度津駅前観光案内所運営業務委託 

     商工観光部観光振興課は、平成２７年４月１日を支出負担行為日と

し、同年４月７日に支出命令を行い、同年４月８日に、協会に対し、

９，８２８，０００円を前金払した。 



 

   イ 平成２７年度観光誘客ＰＲキャンペーン業務委託 

     商工観光部観光振興課は、平成２７年４月１日を支出負担行為日と

し、同年５月１３日に支出命令を行い、同年５月２６日に、協会に

対し、８，４９５，２８０円を前金払した。 

   ウ 平成２７年度新聞雑誌広告等情報発信業務委託 

     商工観光部観光振興課は、平成２７年４月１０日を支出負担行為日

とし、同年６月３日に支出命令を行い、同年６月１６日に、協会に

対し、５，５０２，６００円を前金払した。 

エ 平成２８年度津駅前観光案内所運営業務委託 

     商工観光部観光振興課は、平成２８年４月１日を支出負担行為日と

し、同年４月６日に支出命令を行い、同年４月７日に、協会に対し、

９，８８２，０００円を前金払した。 

   オ 平成２８年度観光誘客ＰＲキャンペーン業務委託 

     商工観光部観光振興課は、平成２８年４月１日を支出負担行為日と

し、同年４月１１日に支出命令を行い、同年４月２１日に、協会に

対し、７，９９２，０００円を前金払した。 

   カ 平成２８年度新聞雑誌広告等情報発信業務委託 

     商工観光部観光振興課は、平成２８年４月１日を支出負担行為日と

し、同年４月１１日に支出命令を行い、同年４月２１日に、協会に

対し、５，８１０，４００円を前金払した。 

キ 平成２９年度津駅前観光案内所運営業務委託 

     商工観光部観光振興課は、平成２９年４月１日を支出負担行為日と

し、同年５月２日に支出命令を行い、同年５月１１日に、協会に対

し、９，８０４，２４０円を前金払した。 

   ク 平成２９年度観光誘客ＰＲキャンペーン業務委託 

     商工観光部観光振興課は、平成２９年４月４日を支出負担行為日と

し、同年７月１４日に支出命令を行い、同年８月１日に、協会に対

し、７，９６２，８４０円を前金払した。 

   ケ 平成２９年度新聞雑誌広告等情報発信業務委託 

     商工観光部観光振興課は、平成２９年４月４日を支出負担行為日と

し、同年７月１４日に支出命令を行い、同年８月１日に、協会に対

し、５，７５５，３２０円を前金払した。  

２ 結論 



 

   監査の結果、本件監査請求は、適法な監査請求であるとは認められない

ものと判断した。 

   したがって、本件監査請求に係る財務会計行為については監査の対象と

することはできないものとした。 

 ３ 結論に至った理由 

  ⑴ 関係職員の懲戒処分について 

請求人は、市が本件各契約を協会と随意契約をするにあたり、関係職

員が規則、要綱及び規程違反をしており、これらの違反行為は、職員の

懲戒処分を定めた地方公務員法第２９条第１項第１号及び第２号の規定

に該当することから、関係職員の懲戒処分を求めている。 

ところで、地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」とい

う。）第２４２条第１項に基づく監査請求は、地方公共団体の長又は職

員等による違法若しくは不当な公金の支出、財産の取得、管理若しくは

処分、契約の締結若しくは履行若しくは債務その他の義務の負担がある

と認めるとき、又は違法若しくは不当に財産の管理等を怠る事実がある

と認めるときは、監査委員に対し、監査を求め、当該行為を防止し、こ

れらの行為又は怠る事実によって当該地方公共団体が被った損害の補填

のために必要な措置を講ずべきことを請求することができるものである。

このことから、監査請求の対象が財務会計上の行為又は怠る事実に限ら

れることは、監査請求制度の趣旨に照らして明らかである。 

よって、請求人が求める関係職員の懲戒処分は、任命権者が、地方公

共団体における規律と公務遂行の秩序を維持することを目的として、職

員の一定の義務違反に対し道義的責任を問う処分であり、監査委員の職

務権限に属するものではなく、法第２４２条第１項に規定される財務会

計行為にあたらないことは言うまでもない。 

⑵ 市が受けた損害額の返還について 

請求人は、補助事業で支出した場合と業務委託で支出した場合を比較

して、増大した支出額が市に与えた損害額となることから、本件各契約

により市が受けた損害額平成２７年度６，８１５，８３５円、平成２８

年度６，７７３，８３８円、平成２９年度６，０５８，０７２円及び各

年度の損害額返還に至るまでの期間に対する年５％の利息額の合計額の

返還を求めている。 

法第２４２条第２項は、違法又は不当な財務会計上の行為について、



 

「当該行為があった日又は終わった日から１年を経過したとき」は、正

当な理由がある場合を除き「これをすることができない」と定められて

おり、この期間制限の趣旨は、たとえ違法・不当な財務会計上の行為で

あったとしても、これをいつまでも監査請求あるいは住民訴訟の対象に

なり得る状態に置くことは、法的安定性を損ない好ましくないためであ

るとされている（昭和６３年４月２２日最高裁判所判決）。 

    そこで本件監査請求についてみると、「第３監査の結果 １確認した

事実の概要 ⑵ 市が受けた損害額の返還について」におけるア～ケで

事実確認したとおり、最も支出が遅い日でも平成２９年８月１日となっ

ていることから、本件監査請求に係る措置請求書の提出は、本件各契約

に係る公金が支出された日からいずれも１年を経過した後になされたも

のであると認められる。 

なお、本件監査請求における「当該行為があった日」は、市が受けた

損害額の返還という請求内容を鑑み、本件各契約に基づく委託料が支出

された日と判断している。いずれの委託料も業務完了前に契約額の全額

が前金払されているところであるが、「概算払による公金の支出につい

ての監査請求は、違法又は不当の点がある場合は、債務が確定されてい

ないからといって、これについて監査請求をすることが妨げられる理由

はなく、当該公金の支出がされた日から一年を経過したときは、これを

することができない（平成７年２月２１日最高裁判所判決）。」とされ

ており、前金払も同様と解したものである。 

次に、財務会計上の行為から１年を経過して本件監査請求がなされた

ことについて、法第２４２条第２項ただし書に規定する「正当な理由」

があるか否かを判断すると、「正当な理由」の有無は、特段の事情がな

い限り、地方公共団体の住民が相当の注意力をもって調査したときに、

客観的にみて当該行為を知ることができたと解される時点から「相当の

期間」内に監査請求をしたかどうかによって判断すべきである（前掲昭

和６３年４月２２日最高裁判所判決）。 

  請求人は、平成２８年１１月２日付け津市指令観第１５３号「公文書

部分開示決定通知書」において、本件各契約に係る平成２８年度分の契

約書の開示決定を受けており、契約書には、前金払の条文が明記されて

いることから、契約期間中に前金払によって委託料が支出されることは

当然に了知できたと解することができる。 



 

  なお、請求人は、本件各契約に係る平成２９年度分の契約書について

は、平成３１年２月２０日付け津市指令観第２１６号「公文書部分開示

決定通知書」において開示決定を受けているものの、前述のとおり、平

成２８年１１月２日以降、本件各契約の委託料の支出は、契約期間中に

前金払されることを了知できたと解されること、実際の委託料の支出日

についても、情報公開請求により、いつでも知り得たことから、本件監

査請求が１年を経過してなされたことについて、法第２４２条第２項た

だし書に規定する「正当な理由」があるとは認められない。 

    以上の理由から、本件監査請求は、適法な監査請求であると認めるこ

とはできないと判断した。 

 

以上 

 


